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○宮古市参画推進条例 

平成２０年６月２７日 

条例第３０号 

改正 平成２７年２月２３日条例第２号 

改正 令和２年６月２２日条例第３０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、宮古市自治基本条例（平成１９年宮古市条例第２１号。以下「自治

基本条例」という。）第１４条第４項の規定に基づき、参画に関する手続その他必要な

事項について定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) アンケート 市の執行機関が市民の意向を把握するために、調査項目を設定して一

定期間内に市民から回答を求めることをいう。 

(2) 審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定す

る附属機関及びこれに類するものをいう。 

(3) パブリック・コメント 市の執行機関が作成した計画等の原案について、書面等に

より広く意見を求めることをいう。 

(4) 市民説明会 市の執行機関が計画等についての説明を行い、これに対して市民及び

市の執行機関が意見交換をすることをいう。 

(5) ワークショップ 市民及び市の執行機関が、相互に議論することにより案を作り上

げていくことをいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、自治基本条例

において使用する用語の例による。 

（基本原則） 

第３条 参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参加し、関わるこ

とができるものとする。 

２ 参画は、市民、市議会及び市の執行機関が市政に関する情報を共有することにより行

うものとする。 
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３ 参画は、市民、市議会及び市の執行機関がまちづくりのパートナーとして、相互の役

割と責任を理解し、尊重して行うものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って参画を行う

よう努めるものとする。 

２ 市民は、市全体の利益を考慮して参画を行うよう努めるものとする。 

（市議会の役割） 

第５条 市議会は、市民の意思が市政に反映されているかどうかを監視するとともに、市

の執行機関をけん制する機能を果たすものとする。 

２ 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うとともに、政策提言の活動強化を図

るよう努めるものとする。 

（市の執行機関の役割） 

第６条 市の執行機関は、市民に対し、参画の機会を設けるとともに、説明責任を果たさ

なければならない。 

２ 市の執行機関は、市民と情報を共有するため、市政に関する情報を、公平、的確かつ

迅速に提供しなければならない。 

（参画の対象） 

第７条 自治基本条例第１４条第３項に規定する重要な計画の策定、変更は、市の基本構

想、総合計画その他基本的事項を定める計画の策定又は変更とする。 

２ 市の執行機関は、前項に規定するもののほか、次の事項について、事前に市民の意見

表明その他参画の機会（以下「参画の機会等」という。）を確保しなければならない。 

(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改正 

(2) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は変更 

(3) 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に参画の機会等を確保することが必要と認められる

もの 

３ 第１項及び前項各号の規定する事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものにつ

いては、参画の機会等を確保しないことができる。 

(1) 条例の改正又は計画の変更であって、その改正等の内容が軽微であるもの 
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(2) 緊急に実施しなければならないもの 

(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの 

(4) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの 

(5) 市税（新規の目的税は除く。）の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

４ 市の執行機関は、前項第２号により参画の機会等を確保しなかった場合においては、

速やかにその理由を公表しなければならない。 

（参画の方法） 

第８条 市の執行機関は、自治基本条例第１４条第３項に規定する意見表明及び前条第２

項に規定する参画の機会等（以下「意見表明」という。）を、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるところにより、確保しなければならない。 

(1) 多くの者を対象とし、調査項目を設定して一定期間内に対象者から回答を得ること

が必要であると認める場合 アンケート 

(2) 専門的な知識及び経験に基づく審議、個人の知識及び経験に基づく自由な意見交換

等が必要であると認める場合 審議会等の審議 

(3) 事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要があると認める場合 パブリッ

ク・コメント 

(4) 事案の説明等を通して、複数の市民の意見を収集する必要があると認める場合 市

民説明会 

(5) 議論、共同作業等を通じて、複数の市民との一定の合意形成を図る必要があると認

める場合 ワークショップ 

２ 市の執行機関は、前条第１項及び第２項各号に掲げる事項（以下「参画事項」という。）

について、より多くの意見表明を求める必要がある場合は、前項各号に掲げるもの（以

下「アンケート等」という。）を同時に実施することができる。 

３ 市の執行機関は、アンケート等を実施したときは、不開示情報を除き、速やかにその

結果を公表しなければならない。 

（政策提案等） 

第９条 市民（市内で活動する事業所等の団体は、除く。）は、１０人以上の連署をもっ

て、その代表者から、参画事項について、市の執行機関に対して政策を提案することが

できる。ただし、法令の規定により提案の手続が定められている事項については、この
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限りでない。 

２ 市の執行機関は、前項本文の規定により提案された政策について検討し、検討した結

果及びその理由を、不開示情報を除き公表するとともに、当該提案を行った代表者に通

知しなければならない。 

（アンケート等の公表） 

第１０条 市長は、アンケート等の実施予定及び実施状況を公表しなければならない。 

（市民自治推進委員会） 

第１１条 自治基本条例第２３条の規定に基づき、まちづくりの推進に関する事項につい

て調査及び審議するため、宮古市市民自治推進委員会（以下「推進委員会」という。）

を置く。 

（組織） 

第１２条 推進委員会は、委員１５人をもって組織する。 

（委員等） 

第１３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 各種団体の代表者が選任する者又はその職員 

 (3) 公募による者 

 (4) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 推進委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選とする。 

４ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第１４条 推進委員会の会議は、市長が招集する。 

２ 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 
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（庶務） 

第１５条 推進委員会の庶務は、企画部において処理する。 

（平２７条例２・一部改正） 

（補則） 

第１６条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年２月２３日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。（公布日：令和２年６月２２日） 

 

 


